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２

前
項
の
書
類
に
は
、
記
載
事
項
が
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
と
相
違
が
な
い
こ
と
を
認
証
す
る
旨
を

記
載
し
、
特
許
庁
長
官
が
指
定
す
る
職
員
が
記
名
し
、
か
つ
、
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
八
条
の
見
出
し
中
「
謄
本
」
を
「
謄
本
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
交
付
」
の
下
に
「
又
は
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
さ
れ
て
い
る
国
際
出
願
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
交
付
」
を
加
え
る
。

第
八
十
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

法
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者

次
の
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し

た
国
際
出
願
手
数
料
の
金
額
。
た
だ
し
、
次
の
ハ
又
は
ニ
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
ハ
又
は
ニ
に
定
め
る
金
額
を
減
額
を
し
た
金
額

イ

国
際
出
願
に
係
る
書
類
の
用
紙
の
数
（
ニ
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等

の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
一
号
。
以
下
「
特
例
法
施
行
規
則
」

と
い
う
。）第
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
電
子
計
算
機
に
入
力
し
た
事
項
を
書
類
の
用
紙
に
換
算
し
た
数
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）が
三
十
枚
以
内
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
千
四
百
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
に
相
当
す
る

本
邦
通
貨
の
金
額
と
し
て
特
許
庁
長
官
が
国
際
事
務
局
と
の
合
意
に
基
づ
い
て
告
示
す
る
金
額
、
国
際
出
願

に
係
る
書
類
の
用
紙
の
数
が
三
十
枚
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
金
額
に
、
十
五
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン

に
相
当
す
る
本
邦
通
貨
の
金
額
と
し
て
特
許
庁
長
官
が
国
際
事
務
局
と
の
合
意
に
基
づ
い
て
告
示
す
る
金
額

に
三
十
枚
を
超
え
る
用
紙
の
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額

ロ

第
五
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
配
列
表
を
含
む
国
際
出
願
（
ニ
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該

配
列
表
を
特
例
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
二
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
提
出
す
る
も
の
に
限
る
。）に
あ
つ
て

は
、
当
該
配
列
表
を
除
い
た
国
際
出
願
に
つ
い
て
、
イ
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
る
金
額
に
、
十
五
ス
イ
ス
・
フ

ラ
ン
に
相
当
す
る
本
邦
通
貨
の
金
額
と
し
て
特
許
庁
長
官
が
国
際
事
務
局
と
の
合
意
に
基
づ
い
て
告
示
す
る

金
額
に
、
当
該
配
列
表
の
用
紙
の
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
当
該
配
列
表
の
用
紙
の
数
が
四
百
枚
を
超
え
る

と
き
は
四
百
枚
と
み
な
し
て
算
定
し
た
金
額
）
を
加
算
し
た
金
額

ハ

法
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
、
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
式
に
従
つ

て
作
成
し
た
願
書
に
、
第
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
を
添
付
し
て
提
出
し
た
場

合
に
は
、
百
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
に
相
当
す
る
本
邦
通
貨
の
金
額
と
し
て
特
許
庁
長
官
が
国
際
事
務
局
と
の
合

意
に
基
づ
い
て
告
示
す
る
金
額

３

座
席
の
地
上
面
か
ら
の
高
さ
が
七
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

以
下
の
自
動
車
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

の
車
枠
及
び
車
体
は
、
当
該
自
動
車
の
側
面
が
衝
突
等

に
よ
る
衝
撃
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
運
転
者
席
又

は
こ
れ
と
並
列
の
座
席
の
う
ち
衝
突
等
に
よ
る
衝
撃
を

ニ

国
際
出
願
を
特
例
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
つ
た
場
合
に

は
、
三
百
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
に
相
当
す
る
本
邦
通
貨
の
金
額
と
し
て
特
許
庁
長
官
が
国
際
事
務
局
と
の
合
意

に
基
づ
い
て
告
示
す
る
金
額

第
八
十
二
条
第
一
項
の
表
第
二
号
中
「
第
三
十
七
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
」を
加
え
、

「
交
付
」
の
下
に
「
又
は
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
国
際
出
願
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
交
付
」
を
加

え
る
。

様
式
第
一
の
備
考
17
中「

合
せ
て
」

を「
併
せ
て
」

に
、
改
め
る
。

様
式
第
七
中「

優
先
権
を
主
張
す
る
本
出
願
」

を「
優
先
権
の
主
張
に
係
る
基
礎
出
願
」

に
、「都

市
名
、

」を
「都

市
名
及
び
」

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
19
を
備
考
20
と
し
、
同
様
式
の
備
考
18
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

19
手
数
料
計
算
用
紙
に
お
い
て
、
法
第
18条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
納
付
に
つ
い
て
、
工
業
所

有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
２
年
通
商
産
業
省
令
第
41号
）
第
40条
第
２
項

の
規
定
に
よ
り
見
込
額
か
ら
の
納
付
の
申
出
を
行
う
と
き
に
限
り
、「
１
．
及
び
２
．
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国

際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
（
国
内
法
）
第
18条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
」
の
欄
に
は
見
込
額
か
ら

納
付
に
充
て
る
手
数
料
の
額
を
記
載
し
、「
予
納
台
帳
番
号
」
の
欄
に
は
予
納
台
帳
の
番
号
を
記
載
す
る
。

（
工
業
所
有
権
の
手
数
料
等
を
現
金
に
よ
り
納
付
す
る
場
合
に
お
け
る
手
続
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

工
業
所
有
権
の
手
数
料
等
を
現
金
に
よ
り
納
付
す
る
場
合
に
お
け
る
手
続
に
関
す
る
省
令
（
平
成
八
年
通
商

産
業
省
令
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
十
条
第
四
十
九
号
か
ら
第
五
十
一
号
ま
で
」
を
「
第
十
条
第
五
十
一
号
か
ら
第
五
十
三
号

ま
で
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
国
土
交
通
省
令
第
五
十
七
号

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五

号
）
第
四
十
一
条
（
同
法
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
運
送
車
両
の
保

安
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。平

成
十
六
年
四
月
二
十
日

国
土
交
通
大
臣

石
原

伸
晃

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省

令
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
三
中
「
並
び
に
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三

項
」
を
「
及
び
第
十
八
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に

改
め
る
。

第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

２

自
動
車
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）の
車

枠
及
び
車
体
は
、
当
該
自
動
車
の
前
面
が
衝
突
等
に
よ

る
衝
撃
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
運
転
者
席
及
び
こ

れ
と
並
列
の
座
席
の
う
ち
自
動
車
の
側
面
に
隣
接
す
る

も
の
の
乗
車
人
員
に
過
度
の
傷
害
を
与
え
る
お
そ
れ
の

少
な
い
も
の
と
し
て
、
乗
車
人
員
の
保
護
に
係
る
性
能

に
関
し
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
自
動
車
で
あ
つ
て
乗
車

定
員
十
一
人
以
上
の
も
の

二

前
号
の
自
動
車
の
形
状
に
類
す
る
自
動
車

三

貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
自
動
車
で
あ
つ
て
車

両
総
重
量
二
・
八
ト
ン
を
超
え
る
も
の

四

前
号
の
自
動
車
の
形
状
に
類
す
る
自
動
車

五

二
輪
自
動
車

六

側
車
付
二
輪
自
動
車

七

カ
タ
ピ
ラ
及
び
そ
り
を
有
す
る
軽
自
動
車

八

大
型
特
殊
自
動
車

九

小
型
特
殊
自
動
車

十

最
高
速
度
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
未
満
の
自
動

車
十
一

被
牽け

ん

引
自
動
車

受
け
た
側
面
に
隣
接
す
る
も
の
の
乗
車
人
員
に
過
度
の

傷
害
を
与
え
る
お
そ
れ
の
少
な
い
も
の
と
し
て
、
乗
車

人
員
の
保
護
に
係
る
性
能
に
関
し
告
示
で
定
め
る
基
準

に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
自
動
車
で
あ
つ
て
乗
車

定
員
十
人
以
上
の
も
の

二

前
号
の
自
動
車
の
形
状
に
類
す
る
自
動
車

三

貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
自
動
車
で
あ
つ
て
車

両
総
重
量
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
も
の

四

前
号
の
自
動
車
の
形
状
に
類
す
る
自
動
車

五

二
輪
自
動
車

六

側
車
付
二
輪
自
動
車

七

三
輪
自
動
車

八

カ
タ
ピ
ラ
及
び
そ
り
を
有
す
る
軽
自
動
車

九

大
型
特
殊
自
動
車

十

小
型
特
殊
自
動
車

十
一

被
牽け

ん

引
自
動
車

第
十
八
条
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項

と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

自
動
車
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）の
車

枠
及
び
車
体
は
、
当
該
自
動
車
の
前
面
が
歩
行
者
に
衝

突
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
歩
行
者
の
頭
部
に
過
度

の
傷
害
を
与
え
る
お
そ
れ
の
少
な
い
も
の
と
し
て
、
当

該
歩
行
者
の
保
護
に
係
る
性
能
に
関
し
告
示
で
定
め
る

基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
自
動
車
で
あ
つ
て
乗
車

定
員
十
人
以
上
の
も
の

二

前
号
の
自
動
車
の
形
状
に
類
す
る
自
動
車

三

貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
自
動
車
（
車
両
総
重

量
二
・
五
ト
ン
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
車
枠
と
車
体

が
一
体
の
構
造
で
あ
つ
て
運
転
者
室
の
前
方
に
原
動

機
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。）

四

前
号
の
自
動
車
の
形
状
に
類
す
る
自
動
車

五

二
輪
自
動
車

六

側
車
付
二
輪
自
動
車

七

カ
タ
ピ
ラ
及
び
そ
り
を
有
す
る
軽
自
動
車

八

大
型
特
殊
自
動
車

九

小
型
特
殊
自
動
車

十

最
高
速
度
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
未
満
の
自
動

車
十
一

被
牽け
ん

引
自
動
車

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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